
この資料は審査会用に作成したものです。審査の過程で変更されることもありますので、取扱いにご注意願います。 
 

1 

 

 

（仮称）旧上瀬谷通信施設公園整備事業 

事業内容等修正届出書に関する指摘事項等一覧 

 

※表中のゴシック体の部分は、前回（第７回）審査会における追加の指摘事項等を示しています。 

■事業計画について （土地区画整理事業は「区画事業」、国際園芸博覧会は「園芸博」と示します。） 

項目 No 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

A 事業計画 

A-1 

 北地区の特徴として、「自然と共

生しながら」という言葉を使って

いますが、レジャー施設やレジャ

ーエ リアが増えるだけの印象が

あります。共生と謳うのであれば、

一方通行ではなく、両方が支え合

うような何かを考えているのだと

思いますが、具体的にあれば教え

てほしいです。 

[7/28 審査会]  

 こちらについては、公民連携を

積極的に活用していきたいと思っ

ていますので、現時点では詳細な

具体策は持ち合わせていないで

す。あくまで、概念整理として、自

然と共生したものを考えていきた

いということを表現しています。

まだ具体的にどのようにどういう

施設を造るのかは、煮詰まってい

ない段階です。 

[7/28 審査会] 

説明済 

[7/28 審査会] 

 共生できるエリアというものは

究極的な話だと思います。本当に

叶うのであれば、是非やってほし

いので、共生という言葉に見合う

考え方を今後示してほしいです。

例えば、人がたくさん入っても農

薬は極力使わないという話や癒し

みたいなもので自然からバックさ

れるような話など、具体的な案を

示してもらえると嬉しいです。 

[7/28 審査会]  

― 

A-2 

北地区が本事業の公園の概念に

入るのか、それとも、その北にあ

る観光・賑わい地区になるのか、

非常に曖昧です。次回までにきち

んとこの定義をされてはどうです

か。 

[7/28 審査会]  

どういった提案が民間事業者か

ら上がってきたかまでは少し難し

いと思いますが、準備書段階にお

いて、少なくとも横浜市として、

ここにどういったものを求めてい

くのかとか、どう考えるかは、も

う少し明確にしたいと思います。 

[7/28 審査会] 

説明済 

[7/28 審査会] 

今後の北地区の位置づけをより

明確にという趣旨だと思います。

もう少し準備書段階においては、

分かりやすくできますか。 

[7/28 審査会]  

A-3 

 方法市長意見に対するいろいろ

な見解を出し、前向きに対応して

いると感じました。それは大変い

いことだと思っています。 

[7/28 審査会]  

― ― 
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項目 No 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

A 事業計画 

A-4 

公園区域が増えることは良いこ

とだと思いますが、同時にいわゆ

る防災拠点としての活用の面積も

広がるという理解をしました。こ

れは、防災拠点の機能をより高め

ることが、面積を広げる目的の中

にあったのですか。 

[7/28 審査会]  

相沢川や和泉川の源頭部などの

自然環境を一層の保全・創出して

いく必要があること、またレクリ

エーション等のニーズに対応した

施設を充実させていくこと、園芸

博のレガシーの確実な継承のため

に、公園区域を広げていきたいと

考えました。その中で、区画事業

の設計が深度化し、公益的な活用

を前提とした公有地の換地先を整

理検討した結果、公園を広げられ

るということになりました。避難

場所として活用できる面積が増え

るということで、結果として防災

力が増えていく効果があると考え

ています。 

[7/28 審査会] 

説明済 

[7/28 審査会] 

災害時の防災拠点としての機能

も担う場所の面積が広がること

は、確実に防災力の強化、災害対

応の効果は増えることなので、本

事業としても、是非アピールをし

てほしいと思いました。 

[7/28 審査会]  

― 

A-5 

防災エリアの話については、添

付資料 1-22 ページで、区画事業で

創出される動植物の生息・生育エ

リア、調整池や保全対象種の生息

環境が災害時の活用エリアと重な

らないように配慮しますという記

述がありました。具体的にどうい

うふうに配慮されるのか、今の時

点で明確な答えがない場合は、準

備書段階でしっかりと明確にする

必要があると思いますが、いかが

ですか。 

[7/28 審査会]  

現在、明確に防災消防部局と合

意が取れて、横浜市としてこれで

いこうというところまでは行って

いませんが、基本的には保全対象

種の生息環境といったところにつ

いては、災害時にも使わないよう

な方向で現在調整を進めていると

ころです。準備書段階には明確に

こういうふうにする予定と言える

と思っていますが、現在の検討状

況としては、そういう状況です。 

[7/28 審査会] 

説明済 

[7/28 審査会] 

A-6 

万一のときには防災拠点に併用

するので、平常はこういうような

使い方をしたいというようなこと

をきちっと分かるように準備書ま

でには明確に示してほしいです。 

[7/28 審査会]  

― ― 

A-7 

本事業で上下水道の整備もされ

るとのことですが、下水道につい

て、雨水の排除はどのようにされ

るのですか。 

[7/28 審査会]  

雨水は一回調整池に入れ、各流

域の河川に流していくことを想定

しています。 

[7/28 審査会] 

説明済 

[7/28 審査会] 

それでは、調整池に流れるよう

に、雨水管を敷設されるのですか。 

[7/28 審査会]  

そうです。公園内に集水する管

を入れ、それを調整池の方に繋い

でいきます。 

[7/28 審査会] 
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項目 No 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

A 事業計画 

A-8 

方法書の土地利用構成図では交

通施設用地があり、それが新事業

計画ではなくなりますが、この変

化は何を意味しているのですか。 

[7/28 審査会]  

新事業計画の図では公園区域が

どうかを表現したいという意図で

す。今、交通施設用地のありなし

の理由は分かりかねます。 

[7/28 審査会] 

説明済 

[7/28 審査会] 

 今、区画事業で土地利用につい

てはいろいろ検討しているところ

です。現在のところ、まだ交通施

設用地を具体化してないところも

あり、今示している土地利用の図

で今の計画として進めているとい

う段階です。  【区画事業者】 

[7/28 審査会] 

それでは、交通施設用地となっ

ていたところは、とりあえずなし

ということで、今は検討している

ということですか。 

[7/28 審査会]  

そうです。  【区画事業者】 

[7/28 審査会] 

A-9 

北地区の相沢川の北側の北西角

のグリーンのエリアや東側のグリ

ーンのエリアが北に向けて拡大し

ていると思いますが、これは現状、

谷戸地形ではないように思いま

す。ここはどういうふうに考えて

いるのですか。 

[7/28 審査会]  

公園区域の中の相沢川の一番北

側は図面上、少し濃い緑で表現さ

れていますが、基本的には現地形

を生かしながら整備を行っていく

エリアとして考えています。現状、

疎林くらいの樹木の生え方なの

で、現地形を生かしながら整備を

するような考えを持っています。 

東側の区域は、現状、疎林くらい

の樹林地が広がっています。基本

的には既存樹林を保全しながら緑

も新植しつつ、樹林を活用してい

くようなエリアとして考えていき

たいです。 

図面の表記上、同じような緑で

塗られているところがあります

が、そういったような性格づけの

位置になります。 

[7/28 審査会] 

説明済 

[7/28 審査会] 

A-10 

小水路の保全措置エリアは調整

池４の下流側に位置しており、例

えば、調整池の排水時とかの影響

がないものかと思いますが、この

調整池の青いエリアは満水時のエ

リアという理解でよいですか。 

[7/28 審査会]  

青い線を引っ張ってあるところ

が、最大貯留量になったときのエ

リアだと認識していただければと

思います。 

[7/28 審査会] 

説明済 

[7/28 審査会] 

湧水がガーデン４と３の２箇所

あったと思います。小水路をガー

デン３側の場所にされた根拠はど

ういうことですか。 

[7/28 審査会]  

調査のときに、ホトケドジョウ

がこの場所で確認されたという理

由で、ここにこの生息環境の丸を

打っているところです。 

[7/28 審査会] 

調整池４の容量が結構大きい印

象がありますが、これぐらいの容

量が必要量という理解でよいです

か。 

[7/28 審査会]  

囲った容量が、求められている

最大容量と理解いただければと思

います。 

[7/28 審査会] 
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項目 No 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

A 事業計画 A-11 

調整池４の最大で水が広がった

エリアがずいぶん広いと思いまし

た。和泉川の源流部はほとんど水

が流れていなかった印象なので、

実態はどういう池なのですか。調

整池の機能と生物多様性の保全の

両方がターゲットになっていると

理解していますが、実際の池の管

理はどうなるのですか。 

特に施設配置計画図を見ると、

池の図示はなく、これとの関係も

分からなかったです。 

[7/28 審査会]  

水が溜まる範囲の算定方法は現

況地形を生かして考えています。

現況地形の深さから、このエリア

で溜めなければいけない量が基準

で決まっていますので、溜める計

画を当てはめていくと出てくるも

のです。 

池の管理は公園の中にできる施

設なので、基本的には横浜市で管

理していくことになります。 

施設配置計画図では、公園の施

設平面図を表しており、ここの水

がどのくらい溜まるかは表現して

いません。最終的に公園の設えと

して、この青いエリアの中に人が

立ち入れないような工夫をしてい

くことになりますが、それが柵に

なるのか植栽になるかは、今後検

討を進めるところだと思います。 

[7/28 審査会] 

説明済 

[7/28 審査会] 

現状、池はなく、ただ和泉川を自

然に下っているだけですか。 

[7/28 審査会]  

今、池はなく、細い流れという

か、水が染み出して集まっている

流れがあるくらいです。 

[7/28 審査会]  

今回、調整池という形をとるの

は生物多様性の保全のためです

か。 

[7/28 審査会]  

これは河川の下流での浸水被害

を防止するために都市の安全上、

こういった行為を行う場合には水

を溜めなくてはいけないという決

まりがあります。 

[7/28 審査会] 

地表の保水性が下がるような行

為を伴うという解釈がされている

のですか。 

[7/28 審査会]  

地表の保水性を損なうか損なわ

ないかは一切考慮されず、この大

きさの公園を造る行為に対して、

これだけ水を溜めなさいという基

準が適用になるというものです。 

[7/28 審査会] 

法制度的に決まりがあると分か

りました。それで、暗渠式にする

という当初案だったが、環境保全

的なことを考え、地上式にしてく

れたという経緯ですか。 

[7/28 審査会]  

そうです。 

[7/28 審査会] 
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項目 No 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

A 事業計画 

A-11 

保全の方も考えてとのことであ

れば、リスク管理的にこのエリア

まで池が広がるかもしれないです

が、実態として池の形状がどこま

で保てるのかが分からないです。

例えばビオトープ的なものを考え

たときに、実際はほとんど干上が

っていてその機能を果たせないこ

とはなかろうかと思います。その

辺のことも気を付けて、計画を今

後より詳細に考えてほしいです。 

[7/28 審査会]  

青いエリアは、30 年に一度の確

率で降雨が起こったときに溜まる

エリアとして算定しています。現

状は絞り水、また集まってきた地

下水が少し流れ出て、本当に小さ

な小川が流れているところです。

また時期によっては、本当に渇水

すれすれになるという状況です。

ただ、基準を当てはめて考えると、

それに対応する調整池が必要とい

う状況です。普段どういう形かと

いうことは、現状の和泉川の源頭

部とさほど大きく環境を変えない

つもりなので、流れも大きく変わ

らないと思います。 

[7/28 審査会] 

説明済 

[7/28 審査会] 

A-12 

そうすると、動植物の生息・生育

環境の創出に寄与する調整池と書

かれていますが、その言葉から受

け取るイメージと、実際になさる

環境手当との間に齟齬が起きない

ように、気をつけてほしいです。

水辺を好む動植物がここで賑やか

に生息できるイメージで語られる

のは、ミスリードになる気がしま

す。 

[7/28 審査会]  

そのとおりだと思います。今後

は気をつけて、文章表現等を改め

たいと思います。 

[7/28 審査会] 

補足資料２で

説明済 

[9/1 審査会] 

これまで添付資料の環境配慮事

項イメージ図で、ここに常にある

程度の水が確保されていて、そこ

が新たに創出される動植物の生

息・生育環境になると説明されて

きています。今、現状あまり水が

流れてなくて干上がったようなと

きもあり、それが前提になるとい

うことでしたが、これまで説明さ

れてきたこととは全然違います。 

[7/28 審査会]  

現状そういうことになっている

という説明です。ここで記載をし

ている創出の部分については、決

してやらないではなくて、ここに

書いてあるとおりしっかりやって

いきたいと思っています。 

[7/28 審査会] 

記載を改めると言ったのは、ど

こを改めるということですか。 

[7/28 審査会]  

先ほど委員が言われたようなこ

との誤解がないような表現を使っ

ていくということです。 

[7/28 審査会] 

現状に合わせてではなく、新た

にこういった水辺空間を創出する

と今まで説明されてきたので、そ

れこそポジティブな様子を造り出

していく事業にしてほしいという

ことで、そのようにしますという

説明だったわけです。そこを現状

に合わせて改めるでは、ちょっと

違います。 

[7/28 審査会]  

分かりました。 

[7/28 審査会] 
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項目 No 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

A 事業計画 

A-13 

調整池４の件は喜んでいます。

結局コンクリートを張らず、規格

上、手は入れるが、生物の生息環

境の保全創出に努め、さらにむや

みに人が入れるようにはせず、基

本的には手をつけないと理解して

よいですか。 

[7/28 審査会]  

そのとおりです。 

[7/28 審査会] 

説明済 

[7/28 審査会] 

A-14 

相沢川の方も調整池３と呼ばれ

るものが地下に造られると区画事

業で検討されていましたが、それ

は大花壇の下に入るイメージで正

しいですか。 

[7/28 審査会]  

調整池３は位置も含め、改めて

検討しているところです。本事業

の準備書段階で示せるよう、区画

事業と連携して、現在検討を進め

ています。 

[7/28 審査会] 

説明済 

[7/28 審査会] 

A-15 
※ 

 公園事業の方で、地下式調整池

の配置を検討中という話があった

と思います。保全措置をまたいで

調整池が地下に入るので、いわば

保全措置のサイト自体も調整池に

なってしまうような影響が考えら

れるような段階だと思います。こ

の保全措置を前提に、相沢川につ

いてきちんとした説明を期待した

いです。 

[7/28 審査会]  

 園芸博でできることも限られて

いますが、区画事業や公園事業と

連携しながら、生物の保全をする

エリアの設えやそこでの整備につ

いて、御発言を踏まえて、共有の

認識を作っていきたいと考えてい

ます。     【園芸博事業者】 

[7/28 審査会] 

 

説明済 

[7/28 審査会] 

A-16 

相沢川の水辺空間の創出です

が、このエリアは暗渠化しないで、

流水についても基本的に上の方で

した暗渠化の流水をそのまま利用

して下に流すということですか。 

[7/28 審査会]  

区画事業の評価書で示したとお

り、基本的に相沢川は暗渠化され

ます。暗渠化した相沢川から水を

取水して、公園内にオープンの水

路を造りたいという計画です。 

[7/28 審査会] 

説明済 

[7/28 審査会] 

公園のエリア内は、従来どおり

暗渠化するということですね。 

[7/28 審査会]  

そうです。親水的な水辺空間に

し、現状のような三面コンクリー

ト張りの復活はないと思います。 

[7/28 審査会] 

A-17 

添付資料 1-22 ページの図の相

沢川の青い部分の幅は、添付資料

の7-11ページの植生18から20の

部分の幅より広がると考えていい

のですか。規模が分かりません。 

[7/28 審査会]  

雰囲気は現状の地形をイメージ

していただければと思います。川

幅を急激に広げるとか、急激に狭

めるという計画は考えていませ

ん。下の河川となっているところ

とほぼ同じぐらいの幅のオープン

な水路が公園の中にできると考え

ていただければと思います。 

[7/28 審査会] 

説明済 

[7/28 審査会] 

※園芸博における指摘、意見等 
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項目 No 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

A 事業計画 

A-18 

北地区のところも基本的に水辺

空間を創出するということでよい

ですか。 

多自然型の自然工法とか、そう

いうことを期待してもよいです

か。 

[7/28 審査会]  

はい、北地区を含めてです。 

当然、多自然型のオープンな水

路を考えています。 

[7/28 審査会] 

説明済 

[7/28 審査会] 

区画事業も同じ意見でよいです

か。 

区画事業と本事業が一体として

考えていると理解してよろしいで

すか。 

[7/28 審査会]  

もちろんです。本事業と区画事

業が一緒になって考えていきます

ので、方向性が乖離していること

はありません。 

公園区域で行われることであ

り、本事業で最後面倒を見ること

になりますので、最初から一緒に

考えていく姿勢で進めています。 

[7/28 審査会] 

水辺空間の創出をする計画に

は、生態の専門家が参加され、チ

ームを作ってやることはないので

すか。 

[7/28 審査会]  

専門家の意見を個別にお聞きし

ようと考えていますが、何か設計

チームを別で立ち上げてというこ

とは、現状は想定していません。 

[7/28 審査会] 

分かりました。なるべく協力を

得るようにお願いしたいです。 

[7/28 審査会]  

― 

A-19 

添付資料 1-22 ページ最初のポ

ツの文章も非常に分かりにくいで

す。「将来は暗渠化する計画なの

で」に、「生息環境が創出される計

画」とあり、暗渠化してどう創出

するのかが見えないです。文章を

しっかりと追加して、意味が通じ

るように、暗渠化した上でどうい

うふうに生息空間、環境を創出す

るのかを検討してください。 

[7/28 審査会]  

はい、分かりました。 

[7/28 審査会] 

補足資料２で

説明済 

[9/1 審査会] 

補足資料２の修正文は、以前よ

りも文意がしっかり通る分かりや

すい文章になっていますので、よ

いかと思います。 

[9/1 審査会]  

― ― 

A-20 

中央地区と東地区の間の歩行者

の行き来は横断歩道とのことです

が、この横断する道路は駐車場の

出入口が４箇所あり、車の通行量

も結構多いと思います。横断歩道

の安全対策について、何か決まっ

ていれば教えてほしいです。 

[7/28 審査会]  

交通管理者、警察とも協議が必

要になってきます。区画事業とも

調整しながら今後検討を進めてい

きたいと考えています。 

[7/28 審査会] 

説明済 

[7/28 審査会] 

例えば歩行者信号をつけると

か、そういったことまでは決まっ

ていないということですか。 

[7/28 審査会]  

今そういう状況です。 

[7/28 審査会] 
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項目 No 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

A 事業計画 

A-21 

 生物多様性において、動物・植

物・生態系への照明影響を検討さ

れていますが、複数の屋外スポー

ツ施設や屋外駐車場が敷地境界付

近に配置されています。一般に光

害は人への影響も含まれます。通

行車両や通行人への障害光や近隣

居住者の睡眠障害につながること

もあります。特にスポーツ施設の

南東にあたる住宅地に対して配慮

が必要と思われます。照明機器の

選定や配置には十分に配慮してほ

しいです。     

[7/28 審査会後の送付意見]  

― 

補足資料４で

説明済 

[9/1 審査会] 

 補足資料４の回答内容で十分か

と思います。配慮されるというこ

とでありがとうございます。 

[9/1 審査会]  

― ― 

A-22 

暗渠化された相沢川の河川水を

取水して水辺空間を創出すること

になっていますが、汲み上げる流

量は河川流量のうちのどの程度か

などを検討されていますか。 

[9/1 審査会]  

どれぐらいの量とか、どういう

方法かを現在検討している最中で

す。準備書段階でお示しできるよ

うに進めたいと考えています。 

[9/1 審査会] 

説明済 

[9/1 審査会] 

汲み上げる流量によっては相沢

川の流量が少なくなり、流速がか

なり落ちてしまい、いろいろなも

のが沈殿してしまいます。それが

暗渠の中に溜まってしまうことも

考えられますので、どう対応する

かを検討してほしいです。 

[9/1 審査会]  

はい。 

[9/1 審査会] 

これは、区画事業ではなく、本事

業でやるということでよいです

か。 

[9/1 審査会]  

切り回し自体は区画事業になり

ますが、本日の指摘は本事業とし

ていただいたので、本事業が責任

を持って、区画事業と調整をして

いきたいと思います。 

[9/1 審査会] 
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項目 No 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

A 事業計画 

A-23 

方法書手続では、市民が意見書

を提出する機会が担保されていま

すが、変更した事業計画に対して

の市民意見を聴取する機会は設け

られるのですか。 

[9/1 審査会]  

修正届に関して、再度の説明会

や市民意見募集を環境影響評価手

続でやる想定は現在していませ

ん。しかし、都市公園事業として

は、８月中の一月間、公共事業評

価で市民意見募集を行いました。

計画の内容は、修正届で示してい

る計画と同じものなので、そうい

った意味で市民意見を聞くことに

ついては、そちらの方でも聞ける

のではないかと考えています。 

[9/1 審査会] 

説明済 

[9/1 審査会] 

修正届に対しての意見聴取の手

続はアセス上ないので、別途公共

事業の手続でやられているのであ

れば、それで良いと思います。そ

ちらで出された意見は、私どもと

共有できますか。 

[9/1 審査会]  

現在、集計しています。また、制

度の所管課と調整し、アセス委員

にも情報共有できるか確認しま

す。できるということであれば、

速やかに情報共有したいと思いま

す。 

[9/1 審査会] 

そのようにお願いします。 

[9/1 審査会]  ― 

A-24 

公共事業評価と環境影響評価は

目的が違うので、そうした意味で、

公共事業の意見をこちらで利用す

るのは、本来的には正しい位置付

けではないと思います。このよう

にかなり大きな修正があるような

場合には、改めて意見募集する機

会を与えることを将来的に、制度

的に保障すべきかと思います。 

[9/1 審査会]  

【事務局が回答】 

公共事業評価制度で意見募集が

あり、その一つに、確か環境配慮

という部分もあったかと思います

ので、それが含まれた形で意見募

集していると思います。制度的に

は環境配慮が含まれていると思っ

ています。 

[9/1 審査会] 

説明済 

[9/1 審査会] 

将来的に条例改正をするなりし

て、アセスの手続の中で、そこを

担保すべきではないかという意見

です。 

[9/1 審査会]  

【事務局が回答】 

検討してきたいと思います。 

[9/1 審査会] 
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■環境影響評価項目について  （土地区画整理事業は「区画事業」、国際園芸博覧会は「園芸博」と示します。） 

項目 No 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

0 全般 

0-1 

保全措置の実施のタイミングに

ついて、園芸博前に保全措置のフ

ィールドが全部できるという想定

でよいですか。 

[7/28 審査会]  

 園芸博前には、和泉川と相沢川

のところを含めて完成させたいと

思っています。 

[7/28 審査会] 

説明済 

[7/28 審査会] 

園芸博の影響は、この前段階で

保全措置が実施されているという

想定で進められているということ

ですか。 

[7/28 審査会]  

区画事業と一緒に考えていると

ころです。園芸博前に保全措置を

実施するのか、それとも園芸博後

に実施するのかは、今しばらく検

討に時間がかかります。 

[7/28 審査会] 

代償を 1 回仮に行わなければい

けないのか、永続的にできる場所

で実施するのかで、だいぶその成

否が変わってくると思いますの

で、この点は慎重に検討をお願い

したいです。 

[7/28 審査会]  

― 

0-2 

北地区は公民連携手法を活用す

るということで、民間事業者の提

案内容に応じて、何がどこにどの

ように造られるかが決まってくる

ということですので、現時点で記

載のアウトドア体験施設や飲食・

物販施設以外のものも建ちうると

いう理解でよいですか。 

[7/28 審査会]  

可能性としてはあると考えてい

ただければと思います。 

[7/28 審査会] 

補足資料３で

説明済 

[9/1 審査会] 

想定されるものは全て上げ、そ

の上で、環境影響評価項目として

漏れがないかどうかをしっかりと

検討する必要があります。今は方

法書手続きを改めてやるかやらな

いか、もしくは一部改めてやるか

という判断をする段階なので、選

定項目に漏れがないかや追加して

どういう方法でやるのかを見極め

る段階だと思います。 

特に北地区で事業者が決まらな

いと分かりませんではなく、どの

ような施設が想定されうるのかを

踏まえた上での説明をお願いした

いです。現時点で、横浜市の考え

というのも少し明確にできないも

のですか。 

[7/28 審査会]  

持ち帰って、次回、どういうふう

にできるか検討したいと思いま

す。 

[7/28 審査会] 
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項目 No 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

0 全般 0-2 

補足資料３は、前回の指摘に答

えていないと感じます。項目につ

いては追加がなくても大丈夫かと

思いますが、確実ではなく、担保

するものが示されていません。か

つ、項目選定後、それを評価する

こともできないということになり

ます。事業者を募集するための仕

様書を作る際には、ネガティブリ

ストを示すはずだと思います。立

地できないものや、建物の大きさ

などです。募集の条件を可能な限

りこの場に示されれば、項目や評

価の議論を進めることができると

考えます。 

[9/1 審査会]  

現在、公民連携に向けての募集

要項の検討をしている最中です。

その中でこちらが想定する施設、

こういったものは好ましくないと

いうような一定の基準を示すこと

で検討はしているところですが、

現段階で審査会に示して議論いた

だく資料はないというのが現状で

す。 

[9/1 審査会] 

説明済 

[9/1 審査会] 

タイミングの問題としては理解

しますが、そこは今急ぐことと、

ここは動かないだろうということ

を示すことは、環境影響評価上は

非常に重要かと思いますので、急

いでほしいです。 

[9/1 審査会]  

― 

今、検討しているその仕様書は、

いつ頃固まる予定ですか。 

[9/1 審査会]  

現在、作成していますので、概ね

９、10 月くらいにはお示しできる

かと思います。 

今後、事業者へヒアリングやサ

ウンディング調査等を始めます。

その際に、正式ではないですが、

要項みたいなものを示そうと考え

ています。それができ次第、事務

局を通じてアセス委員にも情報提

供したいと考えます。 

[9/1 審査会] 

今後、民間企業等に対して要項

案を作られるとのことなので、で

き次第、情報共有するようお願い

します。 

[9/1 審査会] 、 

― 

【審議での指摘事項等】 

やや不明点がある印象がありま

すので、今後の計画の具体化によ

って新たな環境影響があり得るよ

うな場合の対応をきちんとするよ

うに、といった文言を答申に入れ

ておいた方がいいかと思いまし

た。 

[9/1 審査会]  

【事務局が回答】 

分かりました。 

[9/1 審査会] 

説明済 

[9/1 審査会] 
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項目 No 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

0 全般 0-3 

公共用水域の水質への影響が気

になりました。北地区にどういう

施設が建つかによっては選定すべ

き項目としてあるのかもしれない

と思いましたが、そこは大丈夫で

すか。 

[7/28 審査会]  

公共用水域の水質については、

基本的に公園内の施設における水

利用、排水処理は公営上水道及び

下水道を利用する計画なので、公

共用水域に及ぼす影響はないと考

えています。これまでと同様、選

定しないという整理をしていま

す。 

[7/28 審査会] 

説明済 

[7/28 審査会] 

新たに飲食や入浴施設のような

ものができたとしても、ここは大

丈夫だという説明ですか。 

[7/28 審査会]  

そうです。 

[7/28 審査会] 

騒音の項目を選定されています

が、施設の運営に伴う騒音の発生

要因はありませんと断定していま

す。施設によっては該当すること

もあり得るので、これがそのまま

妥当とするかどうかは、現時点で

は言い切れないのではないかと思

います。 

 [9/1 審査会]  

現在想定しているキャンプやグ

ランピング等の施設には通常、管

理者が夜間も常駐するということ

が多いので、パトロールや看板設

置等により、公園利用のマナー向

上に努められるのではないかと考

えています。 

[9/1 審査会] 

説明済 

[9/1 審査会] 

悪臭の項目が非選定ですが、例

えばグランピングやキャンプは火

を使って調理をすると臭いは当然

発生するわけで、そういった想定

をしなくていいのかという疑問も

生じてきます。 

[9/1 審査会]  

キャンプやグランピングについ

ては、通常バーベキューなど食事

時間帯の短時間の利用での臭いの

発生、それもバーベキュー等の臭

いの発生かと考えていますので、

悪臭というレベルではないと考え

ています。 

[9/1 審査会] 

グランピングやキャンプのよう

な利用であれば、今の回答のとお

りかと思いますが、できる施設に

よっては施設そのものが騒音発生

させることもあり得るわけです。

いずれにしても、何ができるかに

関わってくるので、本当に非選定

でいいのか、もしくは選定してい

ても、その限定的な影響だけでい

いのかの見極めがなかなか難しい

です。場合によっては、事後的に

調査を要するようなこともあり得

るのかと思いました。 

[9/1 審査会]  

― 
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項目 No 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

0 全般 

0-4 
※ 

【審議での指摘事項等】 

公園事業の方で、区画事業の事

後調査データのお話がありました

が、事後調査データがどれくらい

使えるのかについて情報がないの

で、整理してもらえると大変あり

がたいと思いました。 

事後調査データの方が有益な場

合もあり得るのではないかと思い

ます。直近のアセスのデータだけ

ではなく、事後調査データも使え

るのであれば、それがどれくらい

使えるのか教えていただきたいで

す。 

[7/28 審査会]  

【事務局が回答】 

区画事業については、現在認可

の手続きをしていると聞いていま

すので、それが終われば工事に入

ると思います。その前後に、事後

調査の計画書を作る段階がありま

すので、タイミングが合えばその

データも使えるかどうか確認をし

たいと思います。 

[7/28 審査会] 

説明済 

[7/28 審査会] 

0-5 
※ 

【審議での指摘事項等】 

事後調査の結果は、途中経過で

もいいですが、審査会委員には開

示されないのですか。 

[7/28 審査会]  

【事務局が回答】 

事後調査の結果は、報告書とし

て提出されましたら、本市でホー

ムページにも公表しますし、先生

方にもお知らせすることができま

す。 途中段階は事務局にもなく、

事業者が、事後調査をした後に整

理し、考察をした上で報告をする

ものになります。 

[7/28 審査会] 

説明済 

[7/28 審査会] 

【審議での指摘事項等】 

 区画事業と公園事業と園芸博

と、３つの事業が同時並行的にや

られているので、区画事業の事後

調査の途中経過が分かると、その

他の事業に対する評価のあり方も

違ってくる可能性もあると思いま

す。事業者と相談し、可能な限り

結果も教えてほしいと思います。 

[7/28 審査会]  

【事務局が回答】 

 今後認可の手続きが終わると、

工事が始まるわけです。それと同

時期か前後に、事後調査の計画書

について事前の打ち合わせをやる

ことになりますので、その辺と事

業の工事日程があえばデータが使

えると思いますので、確認しなが

らやっていきたいと思います。 

[7/28 審査会] 

2 生物多様性 2-1 

相沢川上流にホタルが生息して

いたと思いますが、保全措置とし

てのホタルの調査は、区画事業で

やられているのですか。 

[7/28 審査会]  

区画事業で調査する予定です。 

[7/28 審査会] 

説明済 

[7/28 審査会] 

もう評価書に載るデータとして

出ているという理解でよいです

か。 

[7/28 審査会]  

事後調査で調査する予定です。 

[7/28 審査会] 

※園芸博における指摘、意見等 
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項目 No 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

2 生物多様性 

2-2 

北側に拡張されたエリアも含め

て、基本的に草地環境のデータが

区画事業のデータを活用される中

で、十分に取られているという理

解でよいですか。区画事業の調査

地点に、拡張エリアの草地生態系

の調査地点などが含まれているの

ですか。 

[7/28 審査会]  

添付資料 7-11 ページに示して

おり、それぞれ植生調査をする際

にコドラートの地点を設けていま

す。その地点は、本事業の北側付

近も含めて植生調査は行われてい

るという認識です。 

[7/28 審査会] 

説明済 

[7/28 審査会] 

動物についてはいかがですか。 

[7/28 審査会]  

添付資料 7-4 ページから各項目

示していますが、その中で踏査ル

ートをそれぞれピンク色の線で示

しています。そういったところを

確認すると、北側のエリアも十分

に網羅できていると認識していま

す。 

[7/28 審査会] 

2-3 

本事業はかなり限定的なエリア

ですので、環境に応じた生態系の

変化を評価してほしいです。その

ときに、区画事業の調査データは

かなり面的にとられているので、

環境ごとに区分できるかが非常に

気になっています。そういった位

置情報を活用できる調査データを

引き継がれるという理解でよいで

すか。 

[7/28 審査会]  

データとしては過不足ないと考

えています。 

保全すべき種については、動植

物がどの場所で確認されたかとい

ったデータは把握できていると考

えています。 

[7/28 審査会] 

説明済 

[7/28 審査会] 

全体情報からその位置情報は出

せるという理解で、分かりました。

そういった前提で考えます。 

[7/28 審査会]  

― 

3 水循環 

3-1 

 湧水の調査について、堀谷戸川

の方の地点７、８の２箇所を選ん

でいますが、区画事業の資料では、

これらの間にもう１つ湧水があり

ます。この地点については、調査

されない理由があるのですか。 

[7/28 審査会]  

 地点７と８の間の地点は、区画

事業で現地調査を行った結果、湧

水が確認されてないことが分かり

ましたので、除外しました。 

[7/28 審査会] 

説明済 

[7/28 審査会] 

3-2 

 北地区が増えたことによって、

堀谷戸川の集水区域にかかってく

ると思います。堀谷戸川に対する

影響を予測評価されないですが、

何か理由はあるのですか。 

堀谷戸川の集水区域に被る面積

はどれくらいあるのですか。 

[7/28 審査会]  

 湧水の項目で本事業に伴う湧水

量に変化があるかないかを予測し

ていきます。間接的ですが、その

あたりで堀谷戸川の影響も把握で

きると考えています。 

面積の数字は今ないですが、添

付資料 7-4 ページに堀谷戸川流域

と本事業の実施区域を示していま

す。 

[7/28 審査会] 

説明済 

[7/28 審査会] 

そうであれば、その旨をしっか

りと準備書の段階で、対応してほ

しいです。 

[7/28 審査会]  

承知しました。 

[7/28 審査会] 
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項目 No 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

9 景観 

9-1 

北地区の景観の変化というのは

調査地点の拡張が必要ではないで

すか。 

[7/28 審査会]  

北地区については、添付資料 5-

61 ページの地点 18や 20からの眺

望というところも検討、予測評価

に含めていきたいと考えていま

す。 

[7/28 審査会] 

補足資料１で

説明済 

[9/1 審査会] 

地点 18 と 20 の間が北地区です

が、そこに地点が足りなくないで

すか。ここの景観は評価しないの

ですか。 

[7/28 審査会]  

北地区が周辺からどのように見

えるかを評価していきたいと考え

ています。 

[7/28 審査会] 

北地区がどう見るかではなく、

北地区からどう見えるかだと思い

ます。北側から東向き南向きとい

う景観は、北地区のところから取

るのが適切ではないかと思いま

す。 

[7/28 審査会]  

敷地内からどう見えるかは、今

のところ地点としては考えていま

せん。どのように公園とその周辺

の景観の調和が図られているかの

観点で今のところ設定していま

す。 

[7/28 審査会] 

北に造られるエリアと、周辺の

景観の調和を評価する必要がある

のではないですか。 

それだと北地区の北側から南を

見た景観がないのではありません

か。 

[7/28 審査会]  

確認します。 

[7/28 審査会] 

検討して、後日回答してくださ

い。 

[7/28 審査会]  

9-2 

補足資料１の追加調査地点につ

いて、いい２地点だと思います。

追加地点②を中央付近に置いてい

ますが、園芸博の影響はどちらか

というと堀谷戸川流域側に駐車場

やゲートができ、大きな影響があ

ると思います。この北東角にされ

なかった理由は何かありますか。 

あと、予測時期を園芸博終了後

の再整備とするのか、区画事業終

了後の公園整備の段階とするの

か、もう１回教えてほしいです。 

[9/1 審査会]  

現地でどういった視認ができる

かを確認し、当然あの角の方も確

認しましたが、瀬谷市民の森を背

景とした公園の計画施設が網羅的

に把握できる視点として選定して

います。また、パノラマ写真で撮

影しますので、当然北側の部分に

ついてもどういう変化が見られる

か、角地というところも評価が可

能と考えています。 

予測時期は公園が全て完成した

時期を想定していますので、園芸

博の後を想定したものになると考

えています。 

[9/1 審査会] 

説明済 

[9/1 審査会] 

そうすると、その北側の北東角

の駐車場等の整備とか、園芸博の

ゲートエリアが再整備された後の

景観が、追加地点②から評価でき

る地点だという理解でよいです

か。 

[9/1 審査会]  

そのように考えています。 

[9/1 審査会] 

是非、一番景観の変容の大きい

ところを含めて、調和を評価して

ほしいです。 

[9/1 審査会]  

― 


